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(57)【要約】
【課題】携帯端末の位置だけでなく火災の発生位置も報
知可能な位置情報システムを提供する。
【解決手段】発信端末（ビーコン１０）からの信号を受
信して当該発信端末の識別情報を含む発信端末情報（ビ
ーコン情報）を送信可能な携帯端末２０と、携帯端末２
０により送信された発信端末情報に基づいて当該携帯端
末の現在位置が示されたマップ画像（フロア図画像）を
当該携帯端末２０に表示させるためのマップ情報（フロ
ア図情報）を当該携帯端末２０に送信可能なサーバ（位
置情報サーバ４０、火災情報サーバ８０）と、を備えた
位置情報システム１であって、サーバは、火災感知器５
０からの火災検出信号を受信可能な受信機（火災受信機
６０）により送信された火災情報（火災の発生場所情報
を含む情報）に基づいて携帯端末２０の現在位置と火災
の発生位置とが示されたマップ画像を当該携帯端末２０
に表示させるためのマップ情報を当該携帯端末２０に送
信可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定エリアに設置された発信端末からの信号を受信して、当該発信端末の識別情報を含
む発信端末情報を送信可能な携帯端末と、
　前記携帯端末により送信された発信端末情報に基づいて、当該携帯端末の現在位置が示
されたマップ画像を当該携帯端末に表示させるためのマップ情報を当該携帯端末に送信可
能なサーバと、を備えた位置情報システムであって、
　前記サーバは、所定エリアに設置された火災感知器からの火災検出信号を受信可能な受
信機により送信された火災の発生場所情報を含む火災情報に基づいて、前記携帯端末の現
在位置と、火災の発生位置とが示されたマップ画像を当該携帯端末に表示させるためのマ
ップ情報を当該携帯端末に送信可能であることを特徴とする位置情報システム。
【請求項２】
　建物内に設置されている設備・機器のうち、通常時には前記マップ画像に示さないが火
災時には前記マップ画像に示す所定の表示必要設備・機器に関する情報を記憶する表示必
要設備・機器情報記憶手段を備え、
　前記サーバは、前記表示必要設備・機器情報記憶手段に記憶されている情報に基づいて
、前記携帯端末の現在位置と、火災の発生位置と、前記所定の表示必要設備・機器とが示
されたマップ画像を当該携帯端末に表示させるためのマップ情報を当該携帯端末に送信可
能であることを特徴とする請求項１に記載の位置情報システム。
【請求項３】
　前記携帯端末の画面に表示されている前記マップ画像において前記所定の表示必要設備
・機器が選択された場合には、当該選択された設備・機器に関する情報が当該画面に表示
されることを特徴とする請求項２に記載の位置情報システム。
【請求項４】
　建物内に設置されている設備・機器のうち、通常時には前記マップ画像に示すが火災時
には前記マップ画像に示さない所定の表示不要設備・機器に関する情報を記憶する表示不
要設備・機器情報記憶手段を備え、
　前記サーバは、前記表示不要設備・機器情報記憶手段に記憶されている情報に基づいて
、前記携帯端末の現在位置と、火災の発生位置とが示されたマップ画像であって、前記所
定の表示不要設備・機器が示されていない、あるいは前記所定の表示不要設備・機器が通
常時とは異なる表示態様で示されたマップ画像を当該携帯端末に表示させるためのマップ
情報を当該携帯端末に送信可能であることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に
記載の位置情報システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末の位置を報知可能な位置情報システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、機器固有の識別情報を位置検出用の情報として無線により発信する発信部や当該
発信部に電力を供給する電池などを備えたビーコン等の発信端末が取り付けられた火災感
知器が知られている（例えば特許文献１参照）。このような位置情報システムでは、複数
の発信端末の各識別情報と各設置箇所とを対応付けたマップ情報が予め用意され、携帯端
末に与えられる。そして、携帯端末のユーザが当該携帯端末を保有して移動する際に、携
帯端末が建物内において発信端末からの識別情報を受信することで、受信した識別情報と
マップ情報とから建物内で位置を把握するのに利用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１８－０７２９６５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の位置情報システムでは、建物内での携帯端末の位置は把握できる
ものの、建物内での火災の発生位置までは把握できない。建物内で火災が発生した場合に
は地区ベル等が鳴動するため、当該鳴動によって火災の発生は把握できるが、火災の発生
位置までは把握できない。火災の発生位置を把握できれば、適切な避難や消火作業が可能
となり、確実に火災初動動作が行える利点がある。
　本発明の目的は、携帯端末の位置だけでなく火災の発生位置も報知可能な位置情報シス
テムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、
　所定エリアに設置された発信端末からの信号を受信して、当該発信端末の識別情報を含
む発信端末情報を送信可能な携帯端末と、
　前記携帯端末により送信された発信端末情報に基づいて、当該携帯端末の現在位置が示
されたマップ画像を当該携帯端末に表示させるためのマップ情報を当該携帯端末に送信可
能なサーバと、を備えた位置情報システムであって、
　前記サーバは、所定エリアに設置された火災感知器からの火災検出信号を受信可能な受
信機により送信された火災の発生場所情報を含む火災情報に基づいて、前記携帯端末の現
在位置と、火災の発生位置とが示されたマップ画像を当該携帯端末に表示させるためのマ
ップ情報を当該携帯端末に送信可能であるように構成したものである。
　上記のような構成を有する位置情報システムによれば、火災が発生した場合には、携帯
端末の位置だけでなく当該火災の発生位置も報知することができる。
【０００６】
　ここで、望ましくは、
　建物内に設置されている設備・機器のうち、通常時には前記マップ画像に示さないが火
災時には前記マップ画像に示す所定の表示必要設備・機器に関する情報を記憶する表示必
要設備・機器情報記憶手段を備え、
　前記サーバは、前記表示必要設備・機器情報記憶手段に記憶されている情報に基づいて
、前記携帯端末の現在位置と、火災の発生位置と、前記所定の表示必要設備・機器とが示
されたマップ画像を当該携帯端末に表示させるためのマップ情報を当該携帯端末に送信可
能であるように構成する。
　かかる構成によれば、火災が発生した場合には、携帯端末の現在位置や火災の発生位置
だけでなく、所定の設備・機器（例えば、消火作業の際に使用する消火作業関連機器や、
避難の際に使用する非常口など）の位置もマップ上に表示されるため、携帯端末のユーザ
は火災時に適切な対応を行うことが可能となる。
【０００７】
　また、望ましくは、
　前記携帯端末の画面に表示されている前記マップ画像において前記所定の表示必要設備
・機器が選択された場合には、当該選択された設備・機器に関する情報が当該画面に表示
されるように構成する。
　かかる構成によれば、設備・機器の使い方を熟知していない人であっても、適切な消火
作業を行うことが可能となる。
【０００８】
　さらに、望ましくは、
　建物内に設置されている設備・機器のうち、通常時には前記マップ画像に示すが火災時
には前記マップ画像に示さない所定の表示不要設備・機器に関する情報を記憶する表示不
要設備・機器情報記憶手段を備え、
　前記サーバは、前記表示不要設備・機器情報記憶手段に記憶されている情報に基づいて
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、前記携帯端末の現在位置と、火災の発生位置とが示されたマップ画像であって、前記所
定の表示不要設備・機器が示されていない、あるいは前記所定の表示不要設備・機器が通
常時とは異なる表示態様で示されたマップ画像を当該携帯端末に表示させるためのマップ
情報を当該携帯端末に送信可能であるように構成する。
　かかる構成によれば、火災が発生した場合には、所定の設備・機器（例えば火災時に使
用すべきでない設備・機器）がマップ上から消去される、あるいは当該所定の設備・機器
が通常時とは異なる表示態様でマップ上に表示されるため、携帯端末のユーザは火災時に
適切な対応を行うことが可能となる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、火災が発生した場合には、携帯端末の位置だけでなく当該火災の発生
位置も報知することができるので、火災初動動作が確実に行える。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態の位置情報システムの一例を示すブロック図である。
【図２】（ａ）は表示／非表示テーブルの一例を示す図であり、（ｂ）は通常時に表示さ
れるマップ画像（フロア図画像）の一例を示す図である。
【図３】火災時に表示されるマップ画像（フロア図画像）の一例を示す図である。
【図４】火災時に表示されるマップ画像（フロア図画像）の変形例を示す図である。
【図５】実施形態の位置情報システムを構成する携帯端末及び火災情報サーバにおける処
理手順の一例を示すフローチャートである。
【図６】実施形態の位置情報システムを構成する位置情報サーバにおける処理手順の一例
を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明を適用した位置情報システムの実施形態について説明す
る。
　図１は、本実施形態の位置情報システム１の概略構成の一例を示すブロック図である。
　本実施形態の位置情報システム１は、例えば図１に示すように、建物内部の所定エリア
内の複数の箇所に配設されているビーコン（発信端末）１０からの信号（電波）を受信可
能な携帯端末２０と、携帯電話基地局３０及びインターネット等の通信ネットワークＮを
介して携帯端末２０との間でデータ通信を行う位置情報サーバ４０と、建物内部の所定エ
リア内の複数の箇所に配設されている火災感知器５０からの火災検出信号を受信可能な火
災受信機６０と、ゲートウェイ（中継器）７０及びインターネット等の通信ネットワーク
Ｎを介して火災受信機６０との間でデータ通信を行う火災情報サーバ８０などから構成さ
れている。
【００１２】
　なお、携帯端末２０へ無線信号（機器ＩＤや設備情報などの固有情報）を発信するビー
コン１０の通信方式としては、例えばBluetooth（登録商標）通信やIEEE 802.11規格に従
ったＷｉＦｉ等の無線ＬＡＮ、赤外線通信など公知の通信方式を利用することができる。
ビーコン１０を配置する間隔は特に限定されないが、以下の説明では、隣接するそれぞれ
のビーコン１０の通信範囲が互いに重なるような距離をおいて配置されているものとする
。
【００１３】
　具体的には、もともと建物内には所定の間隔をおいて火災感知器５０やスプリンクラー
ヘッドが設置されているので、それらの機器に内蔵もしくは付加する形態で取り付けたビ
ーコン１０、あるいは、それらの機器の近傍に設置する形態で取り付けたビーコン１０を
利用することができる。
　ビーコン１０は、電源に関する情報（内蔵電池情報又は外部電源情報）と自己の識別情
報とを無線信号に乗せて定期的に周囲に発信する発信部を備える。ビーコン１０が無線で
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発信する信号（ビーコン信号）には、少なくとも当該ビーコン１０の識別情報が含まれて
いれば良く、さらに、設置されているエリアに関する情報が含まれても良い。
【００１４】
　携帯端末２０は、ビーコン１０からの信号を受信する受信機能と、無線通信機能とを備
えるスマートフォン等の機器である。携帯端末２０には、定期的にビーコン１０から無線
で発信されるビーコン信号を受信して、当該ビーコン信号に含まれる識別情報（識別コー
ド）等を抽出するとともに当該ビーコン信号の受信電波強度を検出し、識別情報等と受信
電波強度とを含むビーコン情報を、携帯電話基地局３０及び通信ネットワークＮを介して
位置情報サーバ４０へ送信する処理と、通信ネットワークＮ及び携帯電話基地局３０を介
して位置情報サーバ４０から送信されたフロア図情報に基づくフロア図画像を画面に表示
する処理とを実行するアプリケーション・プログラム（位置情報表示アプリ）が格納され
ている。携帯端末２０は、複数のビーコン１０（通信範囲が互いに重なるビーコン１０）
から発信されるビーコン信号を受信した場合には、それぞれのビーコン情報を位置情報サ
ーバ４０へ送信する。
【００１５】
　火災感知器５０は、例えば、熱、煙、炎、有害ガスなどの異常現象の発生を検出すると
、火災検出信号を、感知器回線５１を介して火災受信機６０に送信する。火災感知器５０
は、火災検出信号に自己の設置アドレスを付加するタイプの感知器であっても良いし、火
災検出信号に自身の設置アドレスを付加しないタイプの感知器であっても良い。
【００１６】
　火災受信機６０は、火災感知器５０からの火災検出信号を受信した場合に、表示部に火
災報知表示を行うとともに、地区ベル鳴動や防排煙連動などの制御を行う。さらに、火災
受信機６０は、火災の発生場所情報や発生時刻情報などを含む火災情報を、ゲートウェイ
７０及び通信ネットワークＮを介して火災情報サーバ８０に送信する。
　なお、火災受信機６０は、火災検出信号に火災感知器５０の設置アドレスが付加されて
いる場合には、当該設置アドレスに基づいて火災の発生場所を特定する。一方、火災検出
信号に火災感知器５０の設置アドレスが付加されていない場合には、当該火災検出信号を
伝送した感知器回線５１（警戒区域）に基づいて火災の発生場所を特定する。
【００１７】
　火災情報サーバ８０は、例えば図１に示すように、当該火災情報サーバ８０が管理する
各建物の設備・機器情報等を格納するデータベース８１を備えている。ここで、建物の設
備・機器情報とは、当該建物の各フロアに設置されている設備・機器等のアイテムをフロ
ア図上に表示するか否かに関する表示／非表示テーブルや、当該建物の各フロアに設置さ
れている設備・機器等のアイテムの設置位置情報などを含む情報である。
【００１８】
　表示／非表示テーブルには、例えば図２（ａ）に示すように、間仕切り、部屋名、出入
り口、扉、各種フロア間移動用設備（例えば、階段、エレベータ、エスカレータ）、各種
防災関連設備・機器（例えば、非常口、火災報知機器（地区ベル等の発信機など）、消火
設備（消火器、消火栓など）、非常電話、防排煙機器（防火戸、防火シャッター、排煙口
など））等のアイテムを、火災時ではない通常時に表示するか否かと、同フロアで火災が
発生している時に表示するか否かと、別フロアで火災が発生している時に表示するか否か
とが記憶されている。
　図２（ａ）には、火災情報サーバ８０が管理する各建物の表示／非表示テーブルのうち
、建物Ｚの表示／非表示テーブルを示している。建物Ｚのフロア図画像として、通常時に
表示されるフロア図画像には、間仕切り、部屋名、階段、エレベータ及び発信機を表す記
号や文字など（以下、単に「記号等」という）が表示されるようになっている。また、建
物Ｚには、防災関連設備・機器として、少なくとも発信機、非常口、消火器、消火栓、非
常電話及び防火戸が設置されている。
【００１９】
　火災情報サーバ８０は、火災感知器５０からの火災情報を受信すると、当該火災情報を



(6) JP 2020-4140 A 2020.1.9

10

20

30

40

50

、通信ネットワークＮを介して位置情報サーバ４０に送信する処理を実行可能である。
　さらに、火災情報サーバ８０は、当該火災情報に基づいて火災が発生している建物を特
定し、特定した建物の設備・機器情報をデータベース８１から取得する。そして、取得し
た設備・機器情報に基づいて、通常時に表示するが火災時に表示しないアイテムを指定す
る火災時表示不要アイテム情報と、通常時に表示しないが火災時に表示するアイテムを指
定する火災時表示必要アイテム情報を生成し、生成したこれらの情報を、通信ネットワー
クＮを介して位置情報サーバ４０に送信する処理を実行可能である。
【００２０】
　例えば、図２（ａ）に示す例のように、建物Ｚにおいて、通常時に表示するが同フロア
での火災時に表示しないアイテム（以下「同フロア火災時表示不要アイテム」という）は
、エレベータであり、通常時に表示するが別フロアでの火災時に表示しないアイテム（以
下「別フロア火災時表示不要アイテム」という）は、エレベータ及び発信機である。よっ
て、火災情報サーバ８０は、建物Ｚで火災が発生している場合には、同フロア火災時表示
不要アイテムとしてエレベータを指定する情報と、同フロア（火災が発生しているフロア
）におけるエレベータの設置位置情報と、別フロア火災時表示不要アイテムとしてエレベ
ータ及び発信機を指定する情報と、別フロア（火災が発生していないフロア）におけるエ
レベータ及び発信機の設置位置情報とを含む火災時表示不要アイテム情報を生成する。
　なお、同フロア火災時表示不要アイテム及び別フロア火災時表示不要アイテムは、例え
ば、火災時に使用すべきでない設備・機器や火災初動動作を行う上で表示すると紛らわし
い機器などであることが好ましい。
【００２１】
　また、図２（ａ）に示す例のように、建物Ｚにおいて、通常時に表示しないが同フロア
での火災時に表示するアイテム（以下「同フロア火災時表示必要アイテム」という）は、
非常口、消火器、消火栓、非常電話及び防火戸であり、通常時に表示しないが別フロアで
の火災時に表示するアイテム（以下「別フロア火災時表示必要アイテム」という）は、非
常口及び防火戸である。よって、火災情報サーバ８０は、建物Ｚで火災が発生している場
合には、同フロア火災時表示必要アイテムとして非常口、消火器、消火栓、非常電話及び
防火戸を指定する情報と、同フロア（火災が発生しているフロア）における非常口、消火
器、消火栓、非常電話及び防火戸の設置位置情報と、別フロア火災時表示必要アイテムと
して非常口及び防火戸を指定する情報と、別フロア（火災が発生していないフロア）にお
ける非常口及び防火戸の設置位置情報とを含む火災時表示必要アイテム情報を生成する。
　なお、同フロア火災時表示必要アイテムは、例えば、避難、消火作業、火災通報などの
火災の初動動作に必要な設備・機器であることが好ましい。また、別フロア火災時表示必
要アイテムは、例えば、避難に必要な設備・機器であることが好ましい。
【００２２】
　位置情報サーバ４０は、例えば図１に示すように、当該位置情報サーバ４０が管理する
各建物のマップ情報等を格納するデータベース４１を備えている。ここで、建物のマップ
情報とは、当該建物の各フロア（各階）のフロア図や、当該建物の各フロアに設置されて
いるビーコン１０の識別情報及び設置位置情報などを含む情報である。
【００２３】
　位置情報サーバ４０は、携帯端末２０からのビーコン情報を受信すると、受信したビー
コン情報とデータベース４１に記憶されている情報に基づいて当該携帯端末２０の現在位
置を算出する。そして、データベース４１から当該携帯端末２０が位置しているフロアの
フロア図を抽出し、抽出したフロア図に当該携帯端末２０の現在位置をプロットしてフロ
ア図情報を生成し、生成したフロア図情報を通信ネットワークＮ及び携帯電話基地局３０
を介して当該携帯端末２０に送信する処理を実行可能である。これにより、当該携帯端末
２０には、当該携帯端末２０の現在位置を示すフロア図画像が表示される。
【００２４】
　具体的には、携帯端末２０が位置している建物が建物Ｚであり、当該携帯端末２０が位
置しているフロアが１０階である場合には、当該携帯端末２０の画面に、例えば図２（ｂ
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）に示すようなフロア図画像が表示される。図２（ｂ）に示す例では、店舗Ｆと店舗Ｊの
間に当該携帯端末２０の現在位置を示す記号等が付加されている。
　また、図２（ａ）に示すように、建物Ｚにおいては、火災が発生していない通常時に表
示するアイテムとして、間仕切りと部屋名と階段とエレベータと発信機とが設定されてい
るため、図２（ｂ）に示す例では、これらのアイテムを示す記号等も付加されている。な
お、本実施形態では、通常時に表示するアイテムを示す記号等が予め付加されたフロア図
がデータベース４１に格納されていることとする。
【００２５】
　さらに、位置情報サーバ４０は、火災情報サーバ８０からの火災情報（火災の発生場所
情報を含む情報）と火災時表示必要アイテム情報と火災時表示不要アイテム情報とを受信
した場合には、これらの情報を反映させたフロア図情報を生成し、生成したフロア図情報
を通信ネットワークＮ及び携帯電話基地局３０を介して当該携帯端末２０に送信する処理
を実行可能である。これにより、当該携帯端末２０には、当該携帯端末２０の現在位置を
示すフロア図画像であって、火災情報と火災時表示必要アイテム情報と火災時表示不要ア
イテム情報とが反映されたフロア図画像が表示される。
【００２６】
　具体的には、建物Ｚの１０階の店舗Ｂで火災が発生している場合であって、携帯端末２
０が位置している建物が建物Ｚであり、当該携帯端末２０が位置しているフロアが同フロ
ア（すなわち１０階）である場合には、当該携帯端末２０の画面に、例えば図３（ａ）に
示すようなフロア図画像が表示される。図３（ａ）に示す例では、店舗Ｆと店舗Ｊの間に
当該携帯端末２０の現在位置を示す記号等が付加されているとともに、店舗Ｂに火災の発
生位置を示す記号等が付加されている。
【００２７】
　また、図２（ａ）に示すように、建物Ｚにおいて同フロア火災時表示必要アイテムは非
常口、消火器、消火栓、非常電話及び防火戸であるため、図３（ａ）に示す例では、これ
らのアイテムを示す記号等が付加されている。これにより、防災関連設備・機器の位置を
報知できるため、迅速な避難、消火作業、火災通報が可能となる。
　また、図２（ａ）に示すように、建物Ｚにおいて同フロア火災時表示不要アイテムはエ
レベータであるため、図３（ａ）に示す例では、エレベータを示す記号等が消去されてい
る。これにより、火災時に使用すべきでないエレベータの使用を回避することができる。
　さらに、図２（ａ）に示すように、建物Ｚにおいて、通常時にも同フロアでの火災時に
も表示する防災関連設備・機器は、発信機であり、図３（ａ）に示す例では、この発信機
を示す記号等が、同フロア火災時表示必要アイテムを示す記号等に類似したものに変化し
ている。すなわち、発信機を示す記号等が、太枠を含まない記号等（図２（ｂ）参照）か
ら太枠を含む記号等（図３（ａ）参照）に変化している。
【００２８】
　一方、建物Ｚの１０階の店舗Ｂで火災が発生している場合であって、携帯端末２０が位
置している建物が建物Ｚであり、当該携帯端末２０が位置しているフロアが別フロア（例
えば９階）である場合には、当該携帯端末２０の画面に、例えば図３（ｂ）に示すような
フロア図画像が表示される。図３（ｂ）に示す例では、店舗Ｒと店舗Ｖの間に当該携帯端
末２０の現在位置を示す記号等が付加されている。
　また、図２（ａ）に示すように、建物Ｚにおいて別フロア火災時表示必要アイテムは非
常口及び防火戸であるため、図３（ｂ）に示す例では、これらのアイテムを示す記号等が
付加されている。さらに、図２（ａ）に示すように、建物Ｚにおいて別フロア火災時表示
不要アイテムはエレベータ及び発信機であるため、図３（ｂ）に示す例では、これらアイ
テムを示す記号等が消去されている。これらのより、迅速かつ適切な避難が可能となる。
【００２９】
　なお、図３（ａ），（ｂ）に示す例では、火災時表示不要アイテム情報によって指定さ
れるアイテム（同フロア火災時表示不要アイテム、別フロア火災時表示不要アイテム）を
示す記号等を消去するようにしたが、これに限定されず、例えば、図４に示すように、火
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災時表示不要アイテム情報によって指定されるアイテムを示す記号等を、通常時とは異な
る表示態様、具体的には通常時よりも淡い表示（点線表示やぼかし表示等）で表示するよ
うにしても良い。図４に示す例では、同フロア火災時表示不要アイテムであるエレベータ
を示す記号等が、点線表示されている。なお、通常時とは異なる表示態様は、濃淡に限定
されず、色、サイズ、形状、点滅の有無等であっても良い。
【００３０】
　また、防災関連設備・機器には、一般の人（建物の管理者や消防士などの特定の人以外
の人）が火災時に操作可能な設備・機器（以下「操作可能設備・機器」という）が含まれ
る。よって、当該携帯端末２０を携帯する一般の人に操作可能設備・機器の位置を報知す
るために、火災時表示必要アイテム情報によって指定されるアイテムを示す記号等のうち
、操作可能設備・機器を示す記号等を識別可能に表示しても良い。図４に示す例では、操
作可能設備・機器である非常電話、消火器及び消火栓を示す記号等に、強調表示として網
掛けハッチングが施されている。
　操作可能設備・機器は、非常電話、消火器及び消火栓に限定されない。建物Ｚでは、非
常電話、消火器及び消火栓が一般の人も操作可能であり、防火戸は特定の人のみが操作可
能であるため、図４に示す例では、非常電話、消火器及び消火栓が強調表示されているの
に対し、防火戸は強調表示されていない。すなわち、一般の人が防火戸を操作可能な建物
で火災が発生している場合には、当該建物のフロア図画像では防火戸を示す記号等が強調
表示しても良い。
【００３１】
　また、一般の人と特定の人を区別して、同フロア火災時表示必要アイテム、別フロア火
災時表示必要アイテム、同フロア火災時表示不要アイテム、及び別フロア火災時表示不要
アイテムを設定しても良い。すなわち、例えば、位置情報表示アプリに当該アプリをダウ
ンロードした携帯端末２０のユーザが一般の人であるか特定の人であるかを設定しておき
、位置情報サーバ４０は、火災発生時、ユーザが一般の人であると設定された携帯端末２
０には、一般の人用の火災時表示必要アイテムを示す記号等が付加され、かつ、一般の人
用の火災時表示不要アイテムを示す記号等が消去されたフロア図画像を表示させるための
フロア図情報を送信し、ユーザが特定の人であると設定された携帯端末２０には、特定の
人用の火災時表示必要アイテムを示す記号等が付加され、かつ、特定の人用の火災時表示
不要アイテムを示す記号等が消去されたフロア図画像を表示させるためのフロア図情報を
送信するようにしても良い。
　また、一般の人と特定の人を区別して、操作可能設備・機器を設定しても良い。
【００３２】
　さらに、フロア図画像が表示されている携帯端末２０の画面のうち、操作可能設備・機
器を示す記号等（例えば強調表示が施された記号等）が表示されている部分に触れると、
当該操作可能設備・機器に関する情報（例えば、操作可能設備・機器の機器情報や操作方
法など）が表示されるようにしても良い。すなわち、携帯端末２０の画面に表示されてい
るマップ画像（フロア図画像）において所定の表示必要設備・機器（同フロア火災時表示
必要アイテム、別フロア火災時表示必要アイテム）のいずれかが選択された場合には、当
該選択された設備・機器に関する情報が当該画面に表示されるよう構成しても良い。これ
により、操作可能設備・機器の使い方を熟知していない一般の人であっても、適切な消火
作業を行うことができるようになるため、延焼を防止することが可能となる。
【００３３】
　次に、本実施形態の位置情報システム１を構成する携帯端末２０、火災情報サーバ８０
及び位置情報サーバ４０による処理手順を、図５及び図６に示すフローチャートを用いて
説明する。
【００３４】
＜携帯端末＞
　携帯端末２０は、位置情報表示アプリが起動されると、例えば図５（ａ）に示すように
、まず、ビーコン１０から発信されるビーコン信号を受信したかを判定する（ステップＳ
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１１）。そして、ビーコン信号を受信した場合（ステップＳ１１；Ｙｅｓ）には、当該ビ
ーコン信号に含まれるビーコン１０の識別情報等と当該ビーコン信号の受信電波強度とを
含むビーコン情報を、携帯電話基地局３０及び通信ネットワークＮを介して位置情報サー
バ４０へ送信する（ステップＳ１２）。
　次いで、位置情報サーバ４０から送信されるフロア図情報を受信したかを判定する（ス
テップＳ１３）。そして、フロア図情報を受信した場合（ステップＳ１３；Ｙｅｓ）には
、当該フロア図情報に基づくフロア図画像を画面に表示する（ステップＳ１４）。これに
より、位置情報表示アプリの起動後最初のステップＳ１４では、最新のフロア図画像が携
帯端末２０の画面に表示されることとなり、位置情報表示アプリの起動後、２回目以降の
ステップＳ１４では、画面に表示中のフロア図画像が最新のフロア図画像に更新されるこ
ととなる。
【００３５】
＜火災情報サーバ＞
　火災情報サーバ８０は、例えば図５（ｂ）に示すように、まず、火災受信機６０から送
信される火災情報（火災の発生場所情報や発生時刻情報などを含む情報）を受信したかを
判定する（ステップＳ２１）。そして、火災情報を受信した場合（ステップＳ２１；Ｙｅ
ｓ）には、当該火災情報を、通信ネットワークＮを介して位置情報サーバ４０に送信する
（ステップＳ２２）。
【００３６】
　次いで、当該火災情報に基づいて火災が発生している建物を特定し、特定した建物の設
備・機器情報をデータベース８１から取得し、取得した設備・機器情報に基づいて火災時
表示必要アイテム情報を生成し、生成した火災時表示必要アイテム情報を、通信ネットワ
ークＮを介して位置情報サーバ４０に送信する（ステップＳ２３）。次いで、取得した設
備・機器情報に基づいて火災時表示不要アイテム情報を生成し、生成した火災時表示不要
アイテム情報を、通信ネットワークＮを介して位置情報サーバ４０に送信する（ステップ
Ｓ２４）。
　なお、火災が発生している建物に、同フロア火災時表示必要アイテム及び別フロア火災
時表示必要アイテムがない場合には、ステップＳ２３の処理は省略される。また、火災が
発生している建物に、同フロア火災時表示不要アイテム及び別フロア火災時表示不要アイ
テムがない場合には、ステップＳ２４の処理は省略される。
【００３７】
＜位置情報サーバ＞
　位置情報サーバ４０は、例えば図６に示すように、まず、携帯端末２０から送信される
ビーコン情報を受信したかを判定する（ステップＳ３１）。そして、ビーコン情報を受信
した場合（ステップＳ３１；Ｙｅｓ）には、受信したビーコン情報とデータベース４１に
記憶されている情報とに基づいて当該携帯端末２０の現在位置を算出し（ステップＳ３２
）、データベース４１から当該携帯端末２０が位置しているフロアのフロア図を抽出し、
抽出したフロア図に当該携帯端末２０の現在位置をプロットしてフロア図情報を生成する
（ステップＳ３３）。すなわち、ステップＳ３３では、当該携帯端末２０の現在位置を示
す記号等が付加されたフロア図画像を表示させるためのフロア図情報が生成される。
【００３８】
　次いで、当該携帯端末２０が位置している建物で火災が発生しているかを判定する（ス
テップＳ３４）。位置情報サーバ４０は、例えば、通信ネットワークＮを介して火災情報
サーバ８０に問い合わせることによって、当該携帯端末２０が位置している建物で火災が
発生しているかを判定する。あるいは、火災情報サーバ８０から送信される火災情報であ
って、当該携帯端末２０が位置している建物に関する火災情報を受信した場合に、当該携
帯端末２０が位置している建物で火災が発生していると判定する。
　そして、当該携帯端末２０が位置している建物で火災が発生していない場合（ステップ
Ｓ３４；Ｎｏ）には、ステップＳ３３で生成したフロア図情報を通信ネットワークＮ及び
携帯電話基地局３０を介して当該携帯端末２０に送信する（ステップＳ４２）。これによ
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り、例えば図２（ｂ）に示すようなフロア図画像が当該携帯端末２０の画面に表示される
こととなる。
【００３９】
　一方、当該携帯端末２０が位置している建物で火災が発生している場合（ステップＳ３
４；Ｙｅｓ）には、当該携帯端末２０が位置している建物に関する火災関係情報（火災情
報、火災時表示必要アイテム情報、火災時表示不要アイテム情報）を受信したかを判定す
る（ステップＳ３５）。そして、当該携帯端末２０が位置している建物に関する火災関係
情報を受信した場合（ステップＳ３５；Ｙｅｓ）には、当該火災関係情報に基づいて火災
の発生位置を特定し、当該携帯端末２０が位置しているフロアで火災が発生しているかを
判定する（ステップＳ３６）。
【００４０】
　当該携帯端末２０が位置しているフロアで火災が発生している場合（ステップＳ３６；
Ｙｅｓ）には、当該携帯端末２０の現在位置がプロットされたフロア図に、火災の発生位
置をプロットして（ステップＳ３７）、同フロア火災時表示必要アイテムの設置位置をプ
ロットする（ステップＳ３８）。次いで、当該携帯端末２０の現在位置と火災の発生位置
と同フロア火災時表示必要アイテムの設置位置とがプロットされたフロア図から、同フロ
ア火災時表示不要アイテムを消去する（ステップＳ３９）。すなわち、ステップＳ３７～
Ｓ３９では、ステップＳ３３で生成したフロア図情報を用いて、火災の発生位置を示す記
号等と同フロア火災時表示必要アイテムを示す記号等とが付加され、かつ、同フロア火災
時表示不要アイテムを示す記号等が消去されたフロア図画像を表示させるためのフロア図
情報が生成される。
【００４１】
　そして、ステップＳ３７～Ｓ３９で生成したフロア図情報を通信ネットワークＮ及び携
帯電話基地局３０を介して当該携帯端末２０に送信する（ステップＳ４２）。これにより
、例えば図３（ａ）に示すようなフロア図画像が当該携帯端末２０の画面に表示されるこ
ととなる。
　なお、火災関係情報として、火災時表示必要アイテム情報を受信しなかった場合には、
ステップＳ３８の処理は省略される。また、火災関連情報として、火災時表示不要アイテ
ム情報を受信しなかった場合には、ステップＳ３９の処理は省略される。
【００４２】
　一方、当該携帯端末２０が位置しているフロアで火災が発生していない場合（ステップ
Ｓ３６；Ｎｏ）には、当該携帯端末２０の現在位置がプロットされたフロア図に、別フロ
ア火災時表示必要アイテムの設置位置をプロットする（ステップＳ４０）。次いで、当該
携帯端末２０の現在位置と別フロア火災時表示必要アイテムの設置位置とがプロットされ
たフロア図から、別フロア火災時表示不要アイテムを消去する（ステップＳ４１）。すな
わち、ステップＳ４０～Ｓ４１では、ステップＳ３３で生成したフロア図情報を用いて、
別フロア火災時表示必要アイテムを示す記号等が付加され、かつ、別フロア火災時表示不
要アイテムを示す記号等が消去されたフロア図画像を表示させるためのフロア図情報が生
成される。
【００４３】
　そして、ステップＳ４０～Ｓ４１で生成したフロア図情報を通信ネットワークＮ及び携
帯電話基地局３０を介して当該携帯端末２０に送信する（ステップＳ４１）。これにより
、例えば図３（ｂ）に示すようなフロア図画像が当該携帯端末２０の画面に表示されるこ
ととなる。
　なお、火災関係情報として、火災時表示必要アイテム情報を受信しなかった場合には、
ステップＳ４０の処理は省略される。また、火災関連情報として、火災時表示不要アイテ
ム情報を受信しなかった場合には、ステップＳ４１の処理は省略される。
【００４４】
　このように、本実施形態の位置情報システム１において、サーバ（位置情報サーバ４０
及び火災情報サーバ８０）は、受信機（火災受信機６０）により送信された火災情報（火
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災の発生場所情報を含む情報）に基づいて、携帯端末２０の現在位置と、火災の発生位置
とが示されたマップ画像（フロア図画像）を当該携帯端末２０に表示させるためのマップ
情報（フロア図情報）を当該携帯端末２０に送信可能である。
　また、サーバ（位置情報サーバ４０及び火災情報サーバ８０）は、表示必要設備・機器
情報記憶手段（データベース８１）に記憶されている情報に基づいて、携帯端末２０の現
在位置と、火災の発生位置と、所定の表示必要設備・機器（同フロア火災時表示必要アイ
テム、別フロア火災時表示必要アイテム）とが示されたマップ画像（フロア図画像）を当
該携帯端末２０に表示させるためのマップ情報（フロア図情報）を当該携帯端末２０に送
信可能である。
【００４５】
　さらに、サーバ（位置情報サーバ４０及び火災情報サーバ８０）は、表示不要設備・機
器情報記憶手段（データベース８１）に記憶されている情報に基づいて、携帯端末２０の
現在位置と、火災の発生位置とが示されたマップ画像（フロア図画像）であって、所定の
表示不要設備・機器（同フロア火災時表示不要アイテム、別フロア火災時表示不要アイテ
ム）が示されていない、あるいは所定の表示不要設備・機器（同フロア火災時表示不要ア
イテム、別フロア火災時表示不要アイテム）が通常時とは異なる表示態様（濃淡、色、サ
イズ、形状、点滅の有無等）で示されたマップ画像を当該携帯端末２０に表示させるため
のマップ情報（フロア図情報）を当該携帯端末２０に送信可能である。
　したがって、本実施形態の位置情報システム１によれば、火災が発生した場合には、当
該火災の発生位置や携帯端末の位置と、消火作業関連機器の位置、非常口の位置等も報知
することができるので、火災初動動作が確実に行える。
【００４６】
　以上、本発明を実施形態に基づいて説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、その要旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
　例えば、位置情報サーバ４０及び火災情報サーバ８０は、別体ではなく、一体的に構成
されていても良い。
　また、上記実施形態では、ビーコンからの信号を携帯端末によって受信し受信した情報
を無線通信で位置情報サーバへ送信すると説明したが、監視対象エリアがオフィスのよう
な空間である場合には、オフィス内の机に設置されているパソコンにビーコンからの信号
を受信可能な機器を接続して、当該機器が受信した情報をパソコンがＬＡＮ（ローカルエ
リアネットワーク）を介して位置情報サーバへ送信するようにしても良い。
【００４７】
　また、上記実施形態では、ビーコンは情報を送信する機能のみ有していると説明したが
、ビーコンが携帯端末からの無線信号を受信する機能さらには受信した情報をサーバへ送
信する機能を有していても良い。
　また、上記実施形態では、位置情報システムとして、ビーコンによる測位を利用したシ
ステムを例示したが、これに限定されず、位置情報システムは、例えば、ＩＭＥＳ（Indo
or MEssaging System）等のその他の方式による測位を利用したシステムであっても良い
。すなわち、発信端末は、ビーコン１０に限定されず、例えば、ＩＭＥＳ送信機等であっ
ても良い。
【符号の説明】
【００４８】
１　位置情報システム
１０　ビーコン（発信端末）
２０　携帯端末
４０　位置情報サーバ（サーバ）
５０　火災感知器
６０　火災受信機（受信機）
８０　火災情報サーバ（サーバ）
８１　データベース（表示必要設備・機器情報記憶手段、表示不要設備・機器情報記憶手
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